
昭
和
二
十
三
年
大
蔵
省
令
第
九
十
二
号

国
有
財
産
法
施
行
細
則

国
有
財
産
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
国
有
財
産
法
施
行
細
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
分
類
及
び
種
類
」
、
「
部
局
」
、
「
所
管
換
」
、
「
所
属
替
」
及
び
「
各
省
各
庁
の
長
」
と
は
、
国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
。
以
下
法
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
「
国
有
財
産
の
分
類

及
び
種
類
」
、
「
部
局
」
、
「
国
有
財
産
の
所
管
換
」
、
「
国
有
財
産
の
所
属
替
」
及
び
「
各
省
各
庁
の
長
」
を
い
う
。

２
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
「
地
上
権
等
」
、
「
特
許
権
等
」
及
び
「
政
府
出
資
等
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
財
産
を
い
う
。

第
一
条
の
二
　
国
有
財
産
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
定
め
る
財
産
は
、
株
式
と
す
る
。

第
一
条
の
三
　
各
省
各
庁
の
長
は
、
法
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
境
界
確
定
の
協
議
が
と
と
の
つ
た
場
合
又
は
法
第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
境
界
の
決
定
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
境
界
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
、
境
界
標
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
四
　
法
第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
の
書
面
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
各
省
各
庁
の
長
及
び
隣
接
地
の
所
有
者
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
境
界
を
確
定
し
た
国
有
財
産
及
び
隣
接
地
の
所
在

二
　
隣
接
地
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
立
会
期
日
及
び
協
議
が
と
と
の
つ
た
期
日

四
　
境
界
標
の
番
号
及
び
位
置

五
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
一
条
の
五
　
法
第
三
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
境
界
を
定
め
た
場
合
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
境
界
決
定
書
を
作
成
し
、
こ
れ
に
各
省
各
庁
の
長
及
び
立
ち
会
つ
た
市
町
村
の
職
員
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
　
境
界
を
定
め
た
国
有
財
産
及
び
隣
接
地
の
所
在

二
　
隣
接
地
所
有
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
　
立
会
期
日

四
　
境
界
標
の
番
号
及
び
位
置

五
　
立
ち
会
つ
た
市
町
村
の
職
員
の
職
名
及
び
氏
名

六
　
境
界
を
定
め
た
経
過

七
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
一
条
の
六
　
法
第
三
十
一
条
の
四
第
五
項
の
通
知
及
び
公
告
に
は
、
第
一
条
の
五
各
号
に
掲
げ
る
事
項
及
び
法
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
の
期
間
内
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
通
告
が
な
い
と
き
は
、
境
界
の
確
定
に
関
し
当
該
隣
接
地

の
所
有
者
の
同
意
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
七
　
法
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
の
通
告
は
、
書
面
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
　
国
有
財
産
の
台
帳
（
以
下
「
国
有
財
産
台
帳
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
る
。

第
三
条
　
国
有
財
産
台
帳
に
は
、
当
該
台
帳
に
登
録
さ
れ
る
土
地
、
建
物
及
び
地
上
権
等
に
つ
い
て
の
図
面
を
付
属
さ
せ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
に
定
め
る
図
面
の
調
製
基
準
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３
　
国
有
財
産
台
帳
に
登
録
さ
れ
る
立
木
竹
及
び
工
作
物
に
つ
い
て
は
、
必
要
と
認
め
る
図
面
を
付
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
国
有
財
産
台
帳
に
登
録
さ
れ
る
不
動
産
の
信
託
の
受
益
権
に
つ
い
て
は
、
信
託
財
産
に
係
る
必
要
な
図
面
を
付
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条
　
国
有
財
産
の
総
括
簿
を
備
え
る
と
き
は
、
第
一
号
様
式
中
総
括
に
準
じ
て
、
こ
れ
を
調
製
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
条
の
規
定
は
、
行
政
財
産
の
総
括
簿
を
備
え
る
場
合
に
つ
い
て
、
準
用
す
る
。

第
五
条
　
国
有
財
産
台
帳
に
登
録
す
べ
き
国
有
財
産
の
区
分
及
び
種
目
は
、
別
表
第
一
に
よ
る
。

第
六
条
　
国
有
財
産
台
帳
に
登
録
す
べ
き
数
量
の
単
位
は
、
別
表
第
一
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
端
数
は
、
小
数
点
以
下
二
位
未
満
を
切
り
捨
て
る
物
と
す
る
。
た
だ
し
、
区
分
が
立
木
竹
の
う
ち
立
木
及
び
船
舶
の

端
数
は
、
小
数
点
以
下
三
位
未
満
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
　
削
除

第
八
条
　
国
有
財
産
台
帳
に
記
入
す
べ
き
増
減
事
由
用
語
は
、
別
表
第
二
に
よ
る
。

第
九
条
　
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
報
告
書
は
、
第
二
号
様
式
に
、
国
有
財
産
見
込
現
在
額
報
告
書
は
、
第
三
号
様
式
に
、
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
報
告
書
は
、
第
四
号
様
式
に
よ
る
。

第
十
条
　
削
除

第
十
条
の
二
　
令
第
六
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
表
第
三
に
よ
る
。

第
十
条
の
三
　
令
第
十
六
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
表
第
四
に
よ
る
。

第
十
条
の
四
　
法
第
三
十
一
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
の
様
式
は
、
別
表
第
五
に
よ
る
。

（
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
事
務
を
行
う
場
合
の
証
明
書
の
様
式
）

第
十
条
の
四
の
二
　
前
二
条
に
定
め
る
証
明
書
の
様
式
は
、
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
行
う
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
別
表
第
六
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

1



（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
）

第
十
条
の
五
　
各
省
各
庁
の
長
が
、
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
書
等
（
予
算
及
び
決
算
に
係
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
五
年
財
務
省
令
第
二
十
四
号
）
第
一
条
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
の
作
成
に
代
え
て
当
該
報
告
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
各
省
各
庁
の
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ

に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
）

第
十
条
の
六
　
法
第
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
定
め
る
電
磁
的
方
法
は
、
財
務
大
臣
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
各
省
各
庁
の
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
行
う
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
手
続
の
細
目
）

第
十
条
の
七
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
電
磁
的
記
録
の
作
成
の
方
法
及
び
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
出
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
手
続
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
　
則

第
十
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
し
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
但
し
、
第
九
条
中
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
報
告
書
の
様
式
及
び
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
報
告
書
の
様
式
（
同
様
式

調
製
要
領
二
を
除
く
。
）
に
関
す
る
部
分
は
、
昭
和
二
十
二
年
度
分
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
十
二
条
　
国
有
財
産
法
施
行
規
則
（
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
十
四
号
）
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
七
月
二
一
日
大
蔵
省
令
第
六
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
二
号
様
式
、
第
三
号
様
式
及
び
第
四
号
様
式
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
三
年
度
分
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
一
〇
月
二
九
日
大
蔵
省
令
第
一
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
八
年
六
月
一
日
大
蔵
省
令
第
三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、
第
二
号
様
式
調
製
要
領
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
七
年
度
分
の
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
報
告
書
か
ら
、
別
表
第
二
国
有
財
産
増
減
事
由
用
語
表
各
区
分
に
共
通
の
部
の

改
正
規
定
は
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
九
年
二
月
一
五
日
大
蔵
省
令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
一
年
七
月
一
六
日
大
蔵
省
令
第
四
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
七
条
の
改
正
規
定
及
び
改
正
後
の
別
表
第
二
各
区
分
に
共
通
の
部
の
規
定
は
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
二
年
七
月
二
日
大
蔵
省
令
第
五
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
国
有
財
産
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
百
二
十
一
号
）
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
二
年
五
月
三
十
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
四
月
一
日
大
蔵
省
令
第
一
五
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
三
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
の
際
に
改
正
前
の
規
定
に
よ
り
調
製
さ
れ
て
い
る
国
有
財
産
台
帳
は
、
大
蔵
省
所
管
一
般
会
計
所
属
の
普
通
財
産
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
、
そ
の
他
の
財
産
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
は
昭
和
三
十
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
規
定
に
基
く
国
有
財
産
台
帳
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
三
年
一
二
月
二
五
日
大
蔵
省
令
第
六
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
五
年
三
月
三
一
日
大
蔵
省
令
第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
七
年
一
〇
月
一
日
大
蔵
省
令
第
五
三
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ
れ
た
行
政
庁
の
処
分
そ
の
他
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
生
じ
た
事
項
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
規
定
に
よ
つ
て
生
じ
た
効
力

を
妨
げ
な
い
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
、
審
査
の
請
求
、
異
議
の
申
立
て
そ
の
他
の
不
服
申
立
て
（
以
下
「
訴
願
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
さ

れ
た
訴
願
等
の
裁
決
、
決
定
そ
の
他
の
処
分
（
以
下
「
裁
決
等
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
願
等
に
つ
き
こ
の
省
令
の
施
行
後
さ
れ
る
裁
決
等
に
さ
ら
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
訴
願
等
に
つ
い
て
も
、
同

様
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
九
年
七
月
一
日
大
蔵
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
一
年
四
月
一
日
大
蔵
省
令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
二
年
四
月
一
日
大
蔵
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
八
月
二
三
日
大
蔵
省
令
第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
号
様
式
（
増
減
及
び
現
在
額
表
）
、
第
三
号
様
式
（
見
込
現
在
額
表
）
、
第
四
号
様
式

（
無
償
貸
付
状
況
表
）
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
関
す
る
省
令
の
規
定
は
、
昭
和
四
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
四
年
一
〇
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
五
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
七
月
二
四
日
大
蔵
省
令
第
六
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
六
年
度
の
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
報
告
書
か
ら
又
は
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
日
以
後
に
国
有
財
産
台
帳
に
記
載
す
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
一
月
一
〇
日
大
蔵
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
一
条
第
三
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
一
号
様
式
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
改
正
規
定
は
、
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
一
二
月
一
四
日
大
蔵
省
令
第
六
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
三
月
二
〇
日
大
蔵
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
九
月
二
八
日
大
蔵
省
令
第
五
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
七
月
二
五
日
大
蔵
省
令
第
四
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
三
条
第
四
項
、
第
一
号
様
式
、
別
表
第
一
、
別
表
第
二
及
び
別
表
第
四
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
三
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
四
月
六
日
大
蔵
省
令
第
四
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
二
月
二
一
日
大
蔵
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
二
六
日
大
蔵
省
令
第
四
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
大
蔵
省
令
第
一
七
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
十
二
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
二
月
二
六
日
大
蔵
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
八
月
二
一
日
大
蔵
省
令
第
六
九
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
八
十
一
条
第
一
項
、
第
百
八
十
二
条
第
一
項
（
改
正
前
国
共
済
施
行
規
則
第
七
十
八
条
中
「
十
二
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
九
分
の
二
」
と
読
み
替
え
る

部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
八
十
三
条
第
一
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
三
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
財
務
省
令
第
三
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
二
二
日
財
務
省
令
第
七
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
二
三
日
財
務
省
令
第
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
九
月
一
四
日
財
務
省
令
第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
信
託
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
九
月
三
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
二
月
一
四
日
財
務
省
令
第
六
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
一
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
有
財
産
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
証
券
決
済
制
度
等
の
改
革
に
よ
る
証
券
市
場
の
整
備
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
三
条
に
規
定
す
る
登
録
社
債
等
（
以
下
、
「
既
登
録
社
債
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
国
有
財
産
法
施
行
細
則
第
一
号
様
式
（
政
府
出
資
等
）
及
び
別
表
第
一
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
財
務
省
令
第
二
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
国
有
財
産
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
二
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
未
完
了
事
業
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
有
財
産
法
施
行
細
則
第
十
条
第
二
項
の
規
定
は
、
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
特
定
国
有
財
産
整
備
特
別
会
計
」
と
あ
る
の
は
、
「
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
特
定
国
有
財
産
整
備
勘
定
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
財
務
省
令
第
二
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
定
に
よ
り
調
製
さ
れ
て
い
る
国
有
財
産
台
帳
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
改
正
後
の
規
定
に
基
づ
く
国
有
財
産
台
帳
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
財
務
省
令
第
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
六
日
財
務
省
令
第
一
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
、
現
に
存
す
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
財
務
省
令
第
三
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
一
〇
月
二
二
日
財
務
省
令
第
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第
１
号
様
式
（
表
紙
）

第 1 号様式（表紙） 

 

 
 

国     有     財     産     台     帳 
 

何     会     計     所     属 
 

何 々 （ 分 類 ） 財 産 
 

何 々 （ 種 類 ） 財 産 
 

            分 冊 
 

何 々   所   管   
 

何   々   部   局   
 

（日本産業規格Ｂ４） 

調製要領 

 1  口座は、土地を基準として設け、土地の定着物並びにその上に存する官署その他に所属する動産及び権利は、その口座に整理する。 

  ただし、土地を基準とする口座に整理し難いものについては、別に口座を設けるものとする。 

 2   土地を基準とする口座は、行政財産（森林経営用財産を除く。）にあつては用途別（たとえば何々庁舎、何々宿舎、何々学校、何々病
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院等の別）1区域ごとに、森林経営用財産にあつては森林管理署又は森林管理署の支署の管轄区域ごとに、また普通財産にあつては 1区

域ごとに設ける。土地を基準としない口座は、当該財産を管理する官署等ごとに設ける。 

  注 1 区域とは、一体として利用される 1 団地をいい、土地の筆数は問わない。道路、水路等によつて分割されている場合であつても、

社会通念上一体として利用されるものと認められる限り、1区域として整理するを妨げない。 

 3  土地を基準とする口座名は、行政財産（森林経営用財産を除く。）にあつては、その用途別の名称を、森林経営用財産にあつてはその

森林管理署名又は森林管理署支署名を、また普通財産にあつては、旧口座名又は特有の名称のあるものはその旧口座名又は名称をとり、

その他のものはその所在を略記するものとし、土地を基準としない口座名は、当該財産を管理する官署等の名称をとるものとする。 

   将来一定の用途に供するものと決定したものについては、適宜これを表示する（たとえば外務省庁舎予定地）。 

 4  1の口座に属する台帳の各様の配列は、総括を初葉とし、以下国有財産区分種目表に定める区分、種目の順序による。 

 5  2以上の口座を編てつする場合の配列は、土地を基準とする行政財産は所属官署等の順に、普通財産は都道府県郡市区町村大字字地番

の順に、土地を基準としないものにあつては、末尾に当該財産を管理する官署等の順とし、巻頭に索引をつけて編てつする。 

 6  台帳は、一般会計及び各特別会計所属別に別冊とする。また行政財産については、その種類ごとに別冊とする。 

 7  1冊に編てつすることが量的に難しい場合においては、分冊することができる。この場合においては、これを表紙に表示する（たとえ

ば第 1分冊、千代田区第 1分冊等）。 

 8  口座には、第 5 項による配列に従つて第 6 項による別冊ごとに 1 冊を通じて索引番号をつける。新たに口座を設定した場合において、

その口座の索引番号は、その配列が従前の口座の中間に位するときは、直前の口座の索引番号に枝番号をつけたものとし、直前の口座が

ないときは、0とする。 

 9  台帳の各葉には、各冊ごとに 1 冊を通じてのページ数をつける。新たにそう入した各葉のページ数については、第 8項の例による。 

 10  1の口座に属する台帳の全葉又は各葉がまつ消された場合においては、これを除外して、別に編てつする。 

 11  台帳は、バインダー式帳簿（左とじ）とする。 

 12   総括の用紙は、淡赤色とし、各葉（索引及び総括を除く。）は国有財産区分種目表に定める区分の順に、次に掲げる色により、用紙の

右下端から順次上方に表示する。 

  土    地    黒   色 
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立 木 竹    緑   色 

  建    物    茶   色 

  工  作  物    だいだい色 

  機 械 器 具    黄   色 

  船    舶    濃 青 色 

  航 空 機    淡 青 色 

  地 上 権 等    あ い 色 

  特 許 権 等    紫   色 

  政 府 出 資 等    赤   色 

  不動産の信託の受益権    黄 緑 色 
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第
１
号
様
式
（
索
引
）

第 1 号様式（索引） 

口  座  名 索引番号 ページ 備 考 口 座 名 索引番号 ページ  備   考 

        

        

        

        

        

        

（日本産業規格Ｂ４） 

記載要領 

 1  ページ欄には、各口座の初葉のページ数を記入する。 

 2  台帳の各葉をそう入又は除外した場合は、備考欄にその年月日、ページ数及びそう入又は除外の旨を記入し、記載者が押印する。 

 3  口座の全葉を除外した場合は、その口座名、索引番号及びページ数を赤線でまつ消する。 
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第
１
号
様
式
（
総
括
）

口座名

都道 郡市 町

所　在 府県 村 番地

円

　（日本産業規格Ｂ４）

記載要領

　　による区分表示欄を赤線で囲むものとする。

　４　数量単位が２以上に及ぶものは、数量欄を適宜区分して相当欄を設ける。
　５　備考欄には、必要により、増減のあつた各葉のページ数を記入する。

　　れを省略する。

　　増減を記入する場合は、そのつど前段の順序に従つて記入するとともに、増減のあつた種目の現在額欄の数量、価格を差引記入する。
　２　１の口座に属する財産を、国有財産区分種目表に定める区分、種目の順序に従つて計上し、末尾に価格の計をつける。

　　により難いものは、便宜の方法によつて適宜記入することができる（以下各葉の所在欄の記入について同じ。）。

　　　第１項により総括を省略した場合には、各葉において、前段に準じて整理する。

区

現　　　　在　　　　額
備　　　　考

索引
番号

価　　　格数　　量
区　　　　分

第１号様式（総括）

ページ

　１　１の口座ごとにつける。ただし、１の口座が１葉のときは、これを省略することができる。この場合においては、調整要領第12項

　３　所在欄には、都道府県郡市区町村大字字地番を記入する（２以上の地番があるときは、その主要なものを記入する。）。ただし、これ

　６　年度を経過するごとに横線を画し、前年度末に存した財産の区分、種目を改記のうえ、その年度間における増減額を種目別に集計
　　して記入するとともに、これを前年度末現在額から差し引いて現在額欄に記入する。ただし、その年度間に増減のなかつたときは、こ

価　　　格 数　　量 価　　　格 数　　量

異　動
年月日

種　　　　目
増　　　　　　　額 減　　　　　　　　額

円円

9



第
１
号
様
式
（
土
地
）

第１号様式（土地）

口座名

都道 郡市 町

所　在 府県 区 村 番地 索引

番号

　（日本産業規格Ｂ４）

黒
記載要領
　１　種目別１区域ごとに別葉とする。

　　じ。）。
　３　地番別明細欄には、１区域が２以上の地番にわたる場合に、地番ごとの数量を記入する。

　６　境界欄には、境界確定年月日、確定までの経緯等を記入する。

　　入について同じ。）。

　10　土地の実測によつて、数量の増減を台帳に記入する場合は、この増減の数量に対する価格をも計上する。

　　を減とし、換地をうけた地積の全部を増とする。

　　る（以下各葉の登記欄又は登録欄の記入について同じ。）。

　　について同じ。）。

　　（以下各葉の文書日付及び記号番号欄の記入について同じ。）。
　15　記載年月日及び印欄には、記載の年月日を記入し、記載者が押印する（以下各葉の記載年月日及び印欄の記入について同じ。）。

　　記入について同じ。）。

　４　沿革欄には、台帳登録に至るまでの沿革を記入する（以下各葉の沿革欄の記入について同じ。）。
　５　測量欄には、測量を実施した場合に、その年月日、実施者、測量の方法及び結果等を記入する。

　　る土地の数量等を記入する。森林経営用財産中分収造林、共用林野等についても同様とする。

　16　照合年月日及び印欄には、記載した者以外の者が記載の内容について照合確認して、押印する（以下各葉の照合年月日及び印欄の

ページ

　２　用途欄には、口座名及び種目欄の表示によつては用途が明確にされない場合に適宜記入する（以下各葉の用途欄の記入について同

　７　用益物権等欄には、地上権その他これに準ずる権利、借地権等が設定されている場合に、その権利の種類、権利者、権利の目的とな

印

数量 価　格 数量 価　格 数量 価　格 年月日 目　的 記号番号 照合年月日 印

円 円

異　動
年月日

増減事由
増　　　額 減　　　額 現　在　額 登　　記

備　　考
文書日付 記載年月日

用
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
途

用
　
益
　
物
　
権
　
等

付
　
属
　
図
　
面

番号 名　称 番号 名　称

数量

沿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
革

測
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
量

境
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
界

　９　異動年月日欄には、得喪変更その他登録を要する事由の発生した年月日を記入する（以下各葉の異動年月日欄の記入について同じ。）。

　11　土地改良事業又は土地区画整理事業によつて増減があつた場合は換地告示の日によつて整理する。この場合引き渡した地積の全部

　８　付属図面欄には、台帳に付属する図面の番号及び名称（たとえば案内図、配置図、実測図等）を記入する（以下各葉の付属図面欄の記

　12　登記欄には、土地について登記した場合に、その目的（たとえば所有権移転、所有権保存等）及び登記嘱託書の受付年月日を記入す

　13　備考欄には、土地を処分又は所管換した場合、その相手方の氏名又は部局名及び売払代金等を記入する（以下各葉の備考欄の記入

　14　文書日付及び記号番号欄には、台帳の整理の基となる文書（財産の異動に関する決議書等をいう。）の日付及び記号番号を記入する

区
　
分

土　　地
地
　
　
　
　
　
番
　
　
　
　
　
別
　
　
　
　
　
明
　
　
　
　
　
細

地番 数量 地番

種
　
　
　
　
目

円
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第
１
号
様
式
（
立
木
竹
）

口座名

都道 郡市 町

所　在 府県 区 村 番地

円 円

緑

　（日本産業規格Ｂ４）

記載要領
　１　１種目ごとに別葉とする。

　３　立木竹の存する土地の全部又は一部が借地である場合には、借地欄にその所有者又は賃貸人及び数量を記入する（以下各葉の借地欄の記入について同じ。）。
　４　立木竹の実査によつて数量の増減を記入する場合には、土地の記載要領第10項の例による。

ページ

円

区
　
分

立　木　竹 沿
　
　
　
　
　
　
革

番　号
所有者
又　は
賃貸人

数　量

現　　　　在　　　　額

数　　　量 価　　　　　格

借
　
　
　
　
　
　
地

付
　
属
　
図
　
面

増　　　　　　　額

数　　　量 価　　　　　格

異　動
年月日

増　減　事　由

減　　　　　　　　額

数　　　量 価　　　　　格

　２　森林経営用財産中分収造林等については、用途欄にその旨を記入する。

第１号様式（立木竹）

印

印

登　　　　　　　記

年　月　日 目　　　　的

文書日付

記号番号 照合年月日

記載年月日

備　　　　考

名　　　　　称
用
　
　
　
　
　
　
途

種
　
　
　
　
目

索引
番号
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第
１
号
様
式
（
建
物
）

口座名

都道 町

所　在 府県 村 番地 索引

番号

円

茶

　（日本産業規格Ｂ４）

記載要領
　１ 　１むねごとに別葉とする。
　２　建物には、１口座を通じて番号をつけ、これを建物番号欄に記入する。
　３　建物につき特に称呼のあるものは、その名称（たとえば本館、学生食堂等）を用途欄に記入する。

　５　数量欄延面積は、地下室、塔屋その他を含む総延面積を記入する。　

ページ

区
分

建物
番号

建　　　物

種
 
目

用
 
 
 
途

構
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
造

第１号様式（建物）

構　成

材　料

建

延 延

建

延

建　　　　　

延 延 延

建

延

建

建

延

円

異　　　動
年　月　日

増　減　事　由

建　　　　　

延

建

延

円建

延

備　　　　考

文書日付 記載年月日 印

数　　　量 価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格 数　　　量

増　　　　　　　額 減　　　　　　　　額 現　　　　在　　　　額

価　　　　　格 年月日

登      記

目　的 記号番号 照合年月日 印

所　有　者
又　　は

賃　貸　人

借
　
　
　
　
地 数　　　量

番　号 名　　　　称 番　号 名　　　　称

郡市

区

建

延

建

延

建

延

建築
年月

沿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
革

付
　
属
　
図
　
面

　４　構造欄には、主な部分の構成材料（鉄筋鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、土蔵造、木造等）、屋根の種類（かわらぶき、スレートぶき、亜鉛メツキ鋼板ぶき、
　　草ぶき等）及び階数（平屋建、２階建等。なお地下室又は塔屋のあるものは、その旨）を記入する。

　６　建物の従物（畳、建具、窓掛等。工作物を除く。）については、その価格を建物価格に合算する。

屋　根

の

種　類

階 数

建

延

建

建

延

建

延

建

延

建
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第
１
号
様
式
（
工
作
物
）

口座名

都道 郡市 　町

所　在 府県 区 　村 番地

円

　（日本産業規格Ｂ４）

記載要領
　

　２　建物番号欄には、建物に付属する工作物について、その建物の建物番号を記入する。

借
　
　
　
　
地

　 所有者
　 又は賃
　 貸人

数　　量

　３　細分欄には、国有財産区分種目表摘要欄に掲げる細分等を適宜記入する（以下各葉の細分欄の記入について同じ。）。

名　　　　称

照合年月日 印

文書日付 記載年月日 印

数　　　量 価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格
異動年月日 増　減　事　由

増　　　　　　　額

　４　構造、型式等欄には、構造、型式、規格、容量等を記入する。

付
　
属
　
図
　
面

番　号 名　　　　称 番　号

記号番号

円 円

現　　　　在　　　　額

備　　　　　　　　考

ページ

細
　
　
分

構
　
造
　
型
　
式
　
等

減　　　　　　　　額

だ
い
だ
い

索　引
番　号

　１　構造又は細分の異なるごとに別葉とする。ただし、必要により、１個等ごとに別葉とすることを妨げない。

第１号様式（工作物）

沿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
革

工　　作　　物

建物
番号

区
　
　
分

種
　
　
目

用
　
途

13



第
１
号
様
式
（
機
械
器
具
）

口座名

都道 郡市 　町

所　在 府県 区 　村 番地

個 個 個 円

黄

　（日本産業規格Ｂ４）

記載要領
　　１個ごとに別様とする。ただし、器具については、型式、規格、容量等の同一のものを一括して記載することを妨げない。

ページ

増　　　　　　　額 減　　　　　　　　額 現　　　　在　　　　額

備　　　　　　　　考

文書日付 記載年月日 印

沿
　
　
　
　
　
革

数　　　量 価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格

異　　　動
年　月　日

記号番号 照合年月日 印

円 円

増　減　事　由

第１号様式（機械器具）

索　引
番　号

区
　
　
分

機　械　器　具

細
分

製造
年月

　製造
　者

製造
番号

型
　
式

規格

容量

等

種
　
　
目
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第
１
号
様
式
（
船
舶
）

口座名

都道 町

所　在 府県 村 番地

　（日本産業規格Ｂ４）

記載要領
　１　１隻ごとに別葉とする。
　２　登録年月日欄、登録番号欄及び信号符字欄には、船舶原簿等に登録した年月日、番号及び信号符字を記入する。
　３　航行区域欄には、平水、沿海、近海及び遠洋の別を記入する。
　４　属具その他の従物については、その価格を船舶価格に合算する。

索　引
番　号

ページ

現　　　　在　　　　額

価　　　　　格

トン

記号番号 照合年月日 印

　

トン トン

隻 円 隻 円

文書日付 記載年月日 印

数　　　量 価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格 数　　　量

円

異　　　動
年　月　日

増　減　事　由

増　　　　　　　額 減　　　　　　　　額 登　　　　記

年月日 目　的

隻

備　　　　考

郡市

区

幅

船体材料

長さ

区
　
分

種
　
目

船　　　　舶

船　体

進水
年月

しゆん
工年月

沿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
革

主　機

製
造
者

主
　
要
　
設
　
備
　
及
　
び
　
属
　
具

名　　　　　　　　称

　

個　数 名　　　　　　　　称 個　数

登　録
年月日

船籍
港

用
　
　
途

最大とう
載人数

航行区域

主機の種
類、型式
及び定格
出力

速　力

深　さ

濃
青

第１号様式(船舶)

名
称

信号
符字

登録
番号

15



第
１
号
様
式
（
航
空
機
）

口座名

都道 町

所　在 府県 村 番地

　（日本産業規格Ｂ４）

記載要領
　１　１機ごとに別葉とする。

第１号様式(航空機)

淡
青

索　引
番　号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

型　式

機　体

翼

製造番号

耐空証明
書番号

製造年月

用
　
　
途

細
　
　
分

名
　
称

種
　
目

区
　
分

航　　　空　　　機

製造者
型
　
　
式

全備重量

乗員数

全　長

全　幅

全　高

発
　
　
動
　
　
機

巡航速度

名　　　　称

出
　
　
力

記号番号 照合年月日

　

主
　
要
　
設
　
備
　
及
　
び
　
属
　
具

ページ

個　数

登　　　　記現　　　　在　　　　額

年月日

名　　　　　称

円

数　　　量
異動年月日 増　減　事　由

増　　　　　　　額 減　　　　　　　　額

目　的価　　　　　格

個　数

郡市

区

国籍記号
登録記号

　２　機体欄には、機体の金属、半金属、木製等の別を記入する。

印

機 円 機 円 機

備　　　　考

文書日付 記載年月日 印

数　　　量 価　　　　　格

　４　属具その他の従物については、その価格を航空機価格に合算する。
　３　翼欄には、翼の高翼、中翼、低翼、単葉、複葉等の別を記入する。

沿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
革

　

　

価　　　　　格 数　　　量

16



第
１
号
様
式
（
地
上
権
等
）

口座名

都道 町

所　在 府県 村 番地

　（日本産業規格Ｂ４）

記載要領
　１　１区域又は１鉱区ごとに別葉とする。
　２　登録番号欄には、鉱業原簿に登録された鉱業権の登録番号を記入する。
　３　目的欄には、権利設定の目的（たとえば、建物所有、工作物所有等）を記入する。

あ
い

　
有
者

　
土
地
の
所

付
　
属
　
図
　
面

番号 名　　　　　称

第１号様式(地上権等)

所　　　  　在 数　量所　　　　　在 数　量

　

郡市

区 索　引
番　号

区
　
分

地　上　権　等 　
　
沿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
革

目
　
的

存
　
続
　
期
　
間

　至

　至

　自

　至

種
　
目

登
録
番
号

　
　
力

現　　　　在　　　　額 登記又は登録

年月日 目　的 記号番号 照合年月日 印

記載年月日 印

円 円

備　　　　考

文書日付

数　　　量 価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格

異　　　動
年　月　日

増　減　事　由

増　　　　　　　額 減　　　　　　　　額

円

　４　地積明細欄には、１区域又は１鉱区が２以上の地番にわたる場合に、地番又は大字字等ごとの数量を記入する。

ページ

地
 
積
 
明
 
細

17



第
１
号
様
式
（
特
許
権
等
）

口座名

都道 町

所　在 府県 村 番地

　（日本産業規格Ｂ４）

記載要領

　　を妨げない。
　２　登録番号欄には、特許原簿、著作権登録簿、商標原簿、実用新案原簿等に登録された登録番号を記入する。
　３　名称等欄には、発明の名称、著作権の題号及び種別等を記入する。
　４　実施権・出版権等欄には、その権利について、実施権、出版権等が設定されている場合に、その権利者の氏名、権利の内容等を記入する。

沿
　
　
　
　
　
　
　
革

実
施
権
・
出
版
権
等

郡市

区

円 件

索　引
番　号

区
　
分

存
　
　
続
　
　
期
　
　
間

　自
　至

　至

　至

　至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格

増　　　　　　　額 減　　　　　　　　額 現　　　　在　　　　額 登　　　　録

年月日 目　的

円

ページ

印

数　　　量 価　　　　　格 数　　　量

特　許　権　等

種
　
　
目

登録
番号

件 円 件

異動年月日 増　減　事　由

名
　
　
　
称
　
　
　
等

備　　考

文書日付 記載年月日

第１号様式(特許権等)

　１　１件ごとに別葉とする。ただし、著作権については、種類、縮尺、規格が同一の地図及び海図又は定期刊行物等の一連の著作物で同一の題号を有するものを一括して記載すること

紫

記号番号 照合年月日 印

18



第
１
号
様
式
（
政
府
出
資
等
）

口座名

都道 町

所　在 府県 村 番地 赤

　（日本産業規格Ｂ４）

記載要領

　　ができる。

　

　５　出資累計額欄には、台帳に登録した価格の累計額を記入する。

　３　資本金欄には、特別の法令により国の出資する法人の資本金を、増資、減資等の異動のつど記入する。ただし、これにより難い場合は適宜記入する。全額出資の場合は記入を省略すること

　４　数量欄には、全額出資の場合を除き、株数及び口数を記入する。

ページ

　１　銘柄ごと（法律の規定により勘定が設けられている法人については、その勘定ごと）に別葉とする。
　２　内容欄には、１株又は１口の金額その他株式又は持分の内容を示すべき事項を詳細に記入する。

文書日付 記載年月日 印
出　資
累計額

備　　　　　考

第１号様式(政府出資等)

種
　
目

住所

事業

内容

銘
　
　
柄

登録
機関

登録
番号

名　称

勘定名

資
　
　
　
　
　
　
本
　
　
　
　
　
　
金

異　動
年月日

　

異動年月日 増　減　事　由

増　　　　　　　額 減　　　　　　　　額 現　　　　在　　　　額

　円

設　立
年月日

円

郡市

区 索　引
番　号

区
　
分

政　府　出　資　等 内
　
　
容

異動事由 金　　　　額
異　動
年月日

異動事由 金　　　額

沿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
革

円

記号番号 照合年月日 印価　　　　　格数　　　量 価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格 数　　　量

法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人

円

19



第
１
号
様
式
（
不
動
産
の
信
託
の
受
益
権
）

第１号様式(不動産の信託の受益権)

口座名

都道 町

所　在 府県 村 番地

　（日本産業規格Ｂ４）

記載要領
　１　１件ごとに別葉とする。
　２　信託の目的欄には、信託の受託者が信託財産を管理又は処分する方法を記入する。
　３　信託の計算時期欄には、信託の収益の計算の時期を記入する。
　４　信託財産欄には、国が信託した土地及びその土地の定着物について記入する。

黄
緑

備       考

番号 名　　称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

信
　
　
託
　
　
財
　
　
産

区分 数量 価　　格

円

　

円

文書日付 記載年月日

ページ

件 円 件 円 件

異　　　動
年　月　日

増　減　事　由

印

数　　　量 価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格 数　　　量 価　　　　　格

増　　　　　　　額 減　　　　　　　　額 現　　　　在　　　　額

記号番号 照合年月日 印

種
　
目

沿
　
　
　
　
　
　
　
革

郡市

区 索　引
番　号

区
　
分

信
託
の
目
的

信
託
期
間

　自
　至

　至

　至

不動産の信託の受益権
受
託
者

不動産の信託の受益権

信託
の計
算時
期

付　属　図　面

20



第
２
号
様
式
（
表
紙
）

第２号様式（表紙） 

 

 
 

令 和 何 年 度 
 
 

国 有 財 産 増 減 及 び 現 在 額 報 告 書 
 
 

 
何 々 省 庁 

 

（日本産業規格Ｂ４） 
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第
２
号
様
式
（
索
引
）

第２号様式（索引） 

会 計 （分類）財産 （種類）財産 部   局 ページ 会 計 （分類）財産 （種類）財産 部   局 ページ 

          

          

          

          

          

          

（日本産業規格Ｂ４） 
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第
２
号
様
式
（
増
減
及
び
現
在
額
表
）

第２号様式（増減及び現在額表） 

会計所属  (分類)             財産 (種類)           財産 合 計 何々部局  

区    分 
数 量 

単 位 

令 和 何 年 度 

末 現 在 

令 和 何 年 度 間 増 減 令 和 何 年 度 

末 現 在 備 考 増 減 差  引 

数 量 価  格 数 量 価  格 数 量 価  格 数 量 価  格 数 量 価  格 

土   地 
平方メ 

ートル 

   円   円    円    円    円    

立 

木 

竹 

樹  木 本                       

立  木 
立方メ 

ートル 
                      

竹 束                       

計                         

建物 

建面積 
平方メ 

ートル 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

延べ面積 
平方メ 

ートル 
            

工 作 物                         

機械器具                         

船 
 

舶 

汽 船 
隻   

  
  

  
  

  
  

  
  

    
トン           

23



 

艦 船 
隻   

  
  

  
  

  
  

  
  

    
トン           

雑 船 隻                       

計 隻                       

航  空  機 機                       

地 上 権 等 
平方メ 

ートル 
                      

特 許 権 等 件                       

政 府 出 資 等                         

不 動 産 の 信 

託 の 受 益 権 
件                       

合     計                         

 (日本産業規格Ｂ4) ページ 

 

調製要領 

 1 一般会計及び各特別会計所属別部局ごとに別葉とする。また行政財産については、その種類ごとに別葉とする。 

 2 区分、数量及び価格は、国有財産台帳の総括（総括を省略した場合には、これに代わるもの）によつて計上する。ただし、報告すべき

年度間において増減のない部局がある場合の当該部局の増減及び現在額表には、報告すべき年度末現在の数量及び価格のみを計上するこ

とができる。この場合令和何年度間増減欄に斜線を引くものとする。 

24



 3 差引欄に差引減のある場合は、その数字の左上部に△をつける。 

 4 備考欄には第 9項により添付する増減事由別調書のページ数等を記入する。 

 5 第 1項により別葉とした増減及び現在額表について、第 6項に定める合計表を作成する。この場合においては、合計欄に○をつける。 

 6 この報告書は、索引を初葉とし、以下次の順に増減及び現在額表を編てつして、上部をとじる。 

所管総計 

 行政財産合計 

  公用財産計 

  公共用財産計 

  皇室用財産計 

森林経営用財産計 

 普通財産合計 

 

一般会計合計       

行政財産計        

公用財産計       

何々部局      

 何々部局       

公共用財産計      

 何々部局       

皇室用財産計      

 何々部局 

   森林経営用財産計      

 何々部局 
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何々特別会計合計 

行政財産計 

公用財産計 

何々部局 

何々部局 

普通財産計 

何々部局 

     何々部局 

 

何々特別会計合計 

  行政財産計 

公用財産計 

何々部局 

何々部局 

普通財産計 

  普通財産計        

何々部局 

    何々部局      

    

特別会計合計        

行政財産計        

公用財産計       

普通財産計              

26



何々部局 

何々部局 

 

 

7 1冊を通じてのページ数をつける。 

8 索引には、第 6項に定める編てつの順序に記入する。 

9 この報告書には、当該年度間における増減を別表第 2に定める増減事由用語別に集計した調書にして添付するものとする。 
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第
３
号
様
式
（
表
紙
）

第３号様式（表紙） 

 

（日本産業規格Ｂ４） 

 

 

 
 

令 和 何 年 度 
 
 

国 有 財 産 見 込 現 在 額 報 告 書 
 
 

 
何 々 省 庁 
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第
３
号
様
式
（
索
引
）

第 3 号様式（索引） 

会 計 （分類）財産 （種類）財産 ページ 会 計 （分類）財産 （種類）財産 ページ 

        

        

        

        

        

（日本産業規格Ｂ４） 
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第
３
号
様
式
（
見
込
現
在
額
表
）

第 3 号様式（見込現在額表） 

会計所属   (分類)             財産 (種類)           財産 合計  

区    分 
数 量 

単 位 

令和何年度末現在 

令和何年度末見込 

現         在 

令 和 何 年 度 間 見 込 増 減 
令 和 何 年 度 末 

見 込 現 在 
備 考 増 減 差  引 

数 量 価  格 数 量 価  格 数 量 価  格 数 量 価  格 数 量 価  格 

土   地 
平方メ 

ートル 

  千円    千円    千円    千円    千円    

立 

木 

竹 

樹  木 本                       

立  木 
立方メ 

ートル 
                      

竹 束                       

計                         

建物 

建面積 
平方メ 

ートル 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

延べ面積 
平方メ 

ートル 
            

工 作 物                         
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機械器具                         

船 
 

 

汽  船 

隻   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

トン           

艦  船 

隻   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

舶 

トン           

雑  船 隻                       

計 隻                       

航  空  機 機                       

地 上 権 等 
平方メ 

ートル 
                      

特 許 権 等 件                       

政 府 出 資 等                         

不 動 産 の 信 

託 の 受 益 権 
件                       

31



合     計                         

 (日本産業規格Ｂ4) ページ 

 

調製要領 

 1 この報告書の調製については、国有財産増減及び現在額報告書の例による。ただし、部局ごとに別葉とすることを要しない。 

 2 数量及び価格については、単位未満の端数は切捨てる。 
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第
４
号
様
式
（
表
紙
）

第４号様式（表紙） 

 

（日本産業規格Ｂ４） 

 

 
 
 
 
 
 

令 和 何 年 度 
 
 

国 有 財 産 無 償 貸 付 状 況 報 告 書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
何 々 省 庁 

 
 

33



第
４
号
様
式
（
無
償
貸
付
状
況
表
）

第４号様式（無償貸付状況表） 

会     計      所     属  

用    途 

区    分 

数    量 

単    位 

令和何年度末 

現      在 

令 和 何 年 度 間 増 減 令和何年度末 

現      在 備 考 増 減 差  引 

数量 価  格 数量 価  格 数量 価  格 数量 価  格 数量 価  格 

用 途 別 

土    地 
平方メートル 

   円   円    円    円    円    

立 

木 

竹 

樹  木 本                       

立  木 立方メートル                       

竹 束                       

計                         

建物 
建 面 積 平方メートル   

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

延べ面積 平方メートル             

工  作  物                         
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合    計             

用  途  別 

土      地 
平方メートル            

  
           

  

  
           

  

合    計             

総    計             

土    地 平方メートル            
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合    計                         

 (日本産業規格Ｂ4) ページ 

 

調製要領 
 1  一般会計及び各特別会計ごとに別葉とする。 

 2  用途別欄には、緑地、公園、ため池、用排水路、火葬場、墓地、ごみ処理施設、屎尿処理施設、と畜場、信号機等の小規模施設、生活

困窮者の収容施設、災害の応急施設、地震防災の応急施設又は緊急事態の応急施設の別を記入する。 

 3  件数は、1契約をもつて 1件とし、合計欄に計上する。 

 4  数量及び価格は、国有財産台帳により算出する。 

 5  一般会計及び各特別会計ごとに区分別の総計をつける。 
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別
表
第
一

国
有
財
産
区
分
種
目
表

区
分

種
目

数
量
単
位

摘
要

土
地

（
公
用
財
産
）

敷
地

平
方
メ
ー
ト
ル

（
公
共
用
財
産
）

公
園

平
方
メ
ー
ト
ル

広
場

〃

（
皇
室
用
財
産
）

敷
地

平
方
メ
ー
ト
ル

（
森
林
経
営
用
財
産
）

森
林

平
方
メ
ー
ト
ル

原
野

〃

付
属
地

〃

付
属
地
は
、
林
道
、
苗
圃
、
貯
木
場
等
を
包
括
す
る
。

（
普
通
財
産
）

宅
地

平
方
メ
ー
ト
ル

田

〃

畑

〃

森
林

〃

原
野

〃

牧
場

〃

池
沼

〃

鉱
泉
地

〃

墳
墓
地

〃

海
浜
地

〃

雑
種
地

〃

他
の
種
目
に
属
し
な
い
も
の
。

立
木
竹

樹
木

本

庭
木
そ
の
他
材
積
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
価
格
を
算
定
し
難
い
も
の
。
但
し
、
苗
圃
に
あ
る
も
の
を
除
く
。

立
木

立
方
メ
ー
ト
ル

材
積
を
基
準
と
し
て
、
そ
の
価
格
を
算
定
す
る
も
の
。

竹

束

建
物

事
務
所
建

平
方
メ
ー
ト
ル
（
建
面

積
）

平
方
メ
ー
ト
ル
（
延
べ

面
積
）

官
署
、
学
校
、
図
書
館
、
病
院
、
刑
務
所
（
監
房
を
除
く
。
）
、
停
車
場
等
の
主
な
建
物
を
包
括
す
る
。

住
宅
建

〃

宿
舎
、
合
宿
所
等
の
主
な
建
物
を
包
括
す
る
。

工
場
建

〃

倉
庫
建

〃

上
屋
を
包
括
す
る
。

雑
屋
建

〃

監
房
、
廐
舎
、
小
屋
、
物
置
、
廊
下
、
便
所
、
門
衛
所
、
小
使
室
等
他
の
種
目
に
属
し
な
い
も
の
を
包
括
す
る
。

工
作
物

門

個

木
門
、
石
門
等
の
各
一
個
所
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

囲
障

メ
ー
ト
ル

さヽ
くヽ
、
へヽ
いヽ
、
垣
、
生
垣
等
を
包
括
す
る
。

水
道

個

一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

下
水

〃

溝
きヽ
よヽ
、
埋
下
水
等
の
各
一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。
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築
庭

〃

築
山
、
置
石
、
泉
水
等
（
立
木
竹
を
除
く
。
）
を
一
団
と
し
一
個
所
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

池
井

〃

貯
水
池
、
ろヽ
水
池
、
井
戸
等
の
各
一
個
所
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

鋪
床

〃

石
敷
、
れヽ
んヽ
瓦
敷
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
敷
、
木
塊
鋪
、
ア
ス
フ
ア
ル
ト
鋪
等
の
各
一
個
所
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

照
明
装
置

〃

電
灯
、
ガ
ス
灯
、
弧
光
灯
等
に
関
す
る
設
備
（
常
時
取
り
は
ず
す
部
分
を
含
ま
な
い
。
）
の
各
一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

冷
暖
房
装
置

〃

冷
房
装
置
又
は
暖
房
装
置
の
み
の
場
合
を
包
括
し
、
各
一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

ガ
ス
装
置

〃

一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

浄
化
装
置

〃

水
洗
装
置
を
包
括
し
、
各
一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

通
風
装
置

〃

一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

消
火
装
置

〃

一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

通
信
装
置

〃

私
設
電
話
、
電
鈴
等
に
関
す
る
設
備
で
他
の
種
目
に
該
当
し
な
い
も
の
を
包
括
し
、
各
一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

煙
突

〃

独
立
の
存
在
を
有
す
る
も
の
で
煙
道
等
の
設
備
を
一
団
と
し
て
、
一
基
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

貯
槽

〃

水
槽
、
油
槽
、
ガ
ス
槽
等
を
包
括
し
、
各
そ
の
個
数
に
よ
る
。

橋
梁

〃

さヽ
んヽ
橋
、
陸
橋
を
も
包
括
し
、
各
そ
の
個
数
に
よ
る
。

土
留

〃

石
垣
、
さヽ
くヽ
等
の
各
一
個
所
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

射
場

〃

射
撃
場
に
お
け
る
諸
工
作
物
の
一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

岸
壁

メ
ー
ト
ル

ト
ン
ネ
ル

〃

軌
道

〃

軽
便
軌
道
を
包
括
す
る
。

電
信
線
路

こ
う亙

長
メ
ー
ト
ル

延
長
メ
ー
ト
ル

電
信
架
空
裸
線
、
電
信
架
空
ケ
ー
ブ
ル
、
電
信
地
下
線
、
電
信
水
底
線
等
を
包
括
す
る
。

電
話
線
路

〃

電
話
架
空
線
、
電
話
架
空
ケ
ー
ブ
ル
、
電
話
地
下
線
、
電
話
水
底
線
等
を
包
括
す
る
。

電
力
線
路

〃

電
力
架
空
線
、
電
力
地
下
線
、
電
車
架
空
線
等
を
包
括
す
る
。

気
送
管
路

メ
ー
ト
ル

空
気
供
給
管
路

〃

無
線
電
信
柱

個

一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

灯
台

〃

灯
船
を
も
包
括
し
、
一
個
所
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

望
楼

〃

昇
降
機

〃

一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

ド
ツ
ク

〃

浮
ド
ツ
ク
を
も
包
括
し
、
各
一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

竈
及
び
ろヽ

〃

鎔
鉱
ろヽ
、
反
射
ろヽ
、
結
晶
ろヽ
、
真
鍮
ろヽ
等
の
各
一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

諸
作
業
装
置

〃

起
重
機
、
発
電
装
置
、
発
動
装
置
、
気
罐
、
ガ
ス
発
生
装
置
、
変
流
装
置
、
変
圧
装
置
、
蓄
電
装
置
、
電
動
装
置
、
シ
ヤ
フ
チ
ン
グ
、
除
じ
ん
装
置
、
噴
霧
装
置
、

製
塩
装
置
等
の
各
一
式
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

諸
標

〃

浮
標
、
立
標
、
信
号
標
識
等
の
各
一
個
所
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

林
道
（
森
林
経
営
用
財
産
に
限
る

。
）

メ
ー
ト
ル

雑
工
作
物

個

井
戸
屋
形
、
掲
示
場
、
石
炭
置
場
、
馬
繋
場
、
灰
捨
場
、
避
雷
針
、
船
架
等
他
の
種
目
に
属
し
な
い
も
の
を
包
括
し
、
各
一
個
所
を
も
つ
て
一
個
と
す
る
。

機

械

器

具

通
信
機
械

個

有
線
、
無
線
の
電
話
、
送
受
信
機
、
交
換
器
な
ど
を
包
括
す
る
。

土
木
機
械

〃

掘
さ
く
機
（
動
力
シ
ヨ
ベ
ル
等
）
、
道
路
転
圧
機
、
砕
石
機
、
杭
打
機
な
ど
を
包
括
す
る
。

産
業
機
械

〃

電
気
ろ
（
本
体
）
、
発
電
用
の
蒸
気
罐
、
内
燃
機
関
等
の
電
気
機
械
器
具
、
旋
盤
、
ボ
ー
ル
盤
、
中
グ
リ
盤
等
の
工
作
機
械
器
具
、
製
材
機
械
、
木
工
機
械
、
ベ
ニ

ヤ
機
械
等
の
木
工
機
械
器
具
、
水
管
罐
、
煙
管
罐
、
円
罐
、
蒸
気
タ
ー
ビ
ン
、
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
等
の
産
業
機
械
器
具
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
工
具
等
を
包
括
す
る
。

船
舶
用
機
械

〃

各
種
汽
罐
、
各
種
蒸
汽
タ
ー
ビ
ン
、
往
復
式
蒸
汽
機
関
、
内
燃
機
関
並
び
に
各
種
補
助
機
械
、
甲
板
用
各
種
機
械
な
ど
を
包
括
す
る
。

車
両

〃

機
関
車
、
客
車
、
電
車
、
貨
車
、
自
動
車
等
を
包
括
す
る
。
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雑
機
械
及
び
器
具

〃

金
尺
材
料
試
験
機
、
光
学
検
査
機
等
各
種
測
定
機
器
、
起
重
機
、
走
行
起
重
機
等
荷
役
運
搬
機
械
、
医
療
用
機
器
、
そ
の
他
の
も
の
を
包
括
す
る
。

船
舶

汽
船

隻ト
ン
（
総
ト
ン
数
）

電
動
船
、
内
火
船
等
機
関
に
よ
つ
て
推
進
す
る
も
の
を
包
括
す
る
。

艦
船

隻ト
ン
（
排
水
ト
ン
数
）

電
動
船
、
内
火
船
等
機
関
に
よ
つ
て
推
進
す
る
も
の
を
包
括
し
、
積
量
を
排
水
ト
ン
で
表
示
す
る
も
の
。

雑
船

隻

他
の
種
目
に
属
し
な
い
一
切
の
船
舶
を
包
括
す
る
。

航
空
機

飛
行
機

機

回
転
翼
航
空
機

〃

ヘ
リ
コ
プ
タ
、
ジ
ヤ
イ
ロ
プ
レ
ン
及
び
ジ
ヤ
イ
ロ
ダ
イ
ン
等
を
包
括
す
る
。

滑
空
機
そ
の
他

〃

飛
行
船
等
を
包
括
す
る
。

地

上

権

等

地
上
権

平
方
メ
ー
ト
ル

地
役
権

〃

鉱
業
権

〃

そ
の
他

〃

特

許

権

等

特
許
権

件

著
作
権

〃

商
標
権

〃

実
用
新
案
権

〃

そ
の
他

〃

政

府

出

資
等

各
種
目
と
も
特
有
名
称
を
冠
記
す
る
。

株
式

株

社
債

口

特
別
の
法
令
に
よ
り
、
法
人
の
発
行
す
る
債
券
を
含
む
。

新
株
予
約
権

〃

地
方
債

〃

出
資
に
よ
る
権
利

―

持
分

口

出
資
証
券

〃

受
益
証
券

〃

不

動

産

の

信

託

の

受

益

権

不
動
産
の
信
託
の
受
益
権

件

別
表
第
二

国
有
財
産
増
減
事
由
用
語
表

区分

増

減

摘
要

各区分

39



に共通

購
入

寄
附

国
が
対
価
そ
の
他
の
負
担
を
し
な
い
で
財
産
を
取
得
し
た
と
き
。

帰
属

法
令
の
規
定
に
よ
つ
て
国
に
帰
属
し
た
と
き
。

消
滅

法
令
の
規
定
に
よ
つ
て
国
有
財
産
が
国
以
外
の
者
に
帰
属
し
た
と
き
。
又
は
期
間
の
到
来
等
に
よ
つ
て
権
利
が
消
滅
し
た
と
き
。

租
税
物
納

租
税
物
納
取
消
・
撤
回

租
税
名
称
を
冠
記
す
る
。

（
何
法
）
に
よ
り
代
物
弁
済

根
拠
と
な
る
法
律
の
題
名
を
冠
記
す
る
。

（
何
々
）
よ
り
引
受

各
省
各
庁
で
行
政
財
産
の
用
途
を
廃
止
し
た
場
合
又
は
普
通
財
産
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
財
産
を
財
務
省
が
引
き
受
け
た
と
き
。

財
務
省
へ
引
継

各
省
各
庁
で
行
政
財
産
の
用
途
を
廃
止
し
た
場
合
又
は
普
通
財
産
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
財
産
を
財
務
省
に
引
き
継
い
だ
と
き
。

引
継
取
消

引
受
取
消

（
何
々
）
よ
り
所
管
換

（
何
々
）
へ
所
管
換

各
省
各
庁
の
長
の
間
に
お
い
て
、
国
有
財
産
の
所
管
を
移
し
た
と
き
（
法
令
改
正
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
。

（
何
々
）
よ
り
所
属
替

（
何
々
）
へ
所
属
替

同
一
所
管
内
に
二
以
上
の
部
局
等
が
あ
る
場
合
に
、
一
の
部
局
等
に
所
属
す
る
国
有
財
産
を
他
の
部
局
等
の
所
属
に
移
し
た
と
き
（
法
令
改
正
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
。

（
何
々
）
よ
り
整
理
替

（
何
々
）
へ
整
理
替

同
一
部
局
内
に
お
い
て
、
用
途
変
更
を
伴
わ
な
い
で
所
属
口
座
に
異
動
（
分
割
を
含
む
。
）
の
あ
つ
た
と
き
。

（
何
々
）
よ
り
種
別
替

（
何
々
）
へ
種
別
替

同
一
所
管
内
に
お
い
て
国
有
財
産
の
分
類
又
は
種
類
を
変
更
し
た
と
き
。

行
政
財
産
よ
り
組
替

用
途
廃
止

行
政
財
産
の
用
途
を
廃
止
し
て
財
務
省
へ
引
き
継
が
な
い
と
き
。

（
何
口
座
）
よ
り
用
途
変
更

（
何
口
座
）
へ
用
途
変
更

（
何
々
の
）
誤
謬
訂
正

（
何
々
の
）
誤
謬
訂
正

根
拠
と
な
る
国
有
財
産
増
減
事
由
用
語
を
冠
記
す
る
。

売
払
取
消

売
払

売
払
解
除

譲
与
取
消

譲
与

譲
与
解
除

出
資

政
府
出
資
法
人
等
に
対
し
現
物
出
資
を
し
た
と
き
。

新
規
登
載

旧
国
有
財
産
法
施
行
の
際
（
大
正
十
一
年
四
月
一
日
）
及
び
旧
軍
用
財
産
で
普
通
財
産
と
し
て
、
財
務
省
へ
引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
も
の
の
引
継
洩
を
発

見
し
た
場
合
そ
の
他
国
有
財
産
と
し
て
国
有
財
産
台
帳
に
登
録
す
べ
き
も
の
の
登
録
洩
を
発
見
し
た
場
合
並
び
に
従
来
国
有
財
産
の
取
扱
い
を
し
な
か
つ
た
国
有
の
物

件
を
新
た
に
国
有
財
産
に
編
入
す
る
場
合
等
で
一
方
的
に
登
載
す
る
と
き
。

但
し
、
「
帰
属
」
と
し
て
登
載
す
る
場
合
を
除
く
。

（
何
年
度
何
々
の
）
報
告
洩

（
何
年
度
何
々
の
）
報
告
洩

所
属
年
度
及
び
根
拠
と
な
る
国
有
財
産
増
減
事
由
用
語
を
冠
記
す
る
。

返
還

法
令
の
規
定
又
は
裁
判
の
確
定
に
よ
つ
て
返
還
し
た
と
き
。

価
格
改
定

価
格
改
定

端
数
合
算

端
数
切
捨

土地

（
何
々
）
よ
り
種
目
変
更

（
何
々
）
へ
種
目
変
更

区
分
の
変
更
を
伴
う
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

交
換

交
換

信
託
取
消

信
託

信
託
終
了

喪
失

陥
没
、
流
失
、
倒
壊
、
沈
没
、
焼
失
、
盗
伐
等
天
災
、
朽
廃
そ
の
他
の
事
由
で
滅
失
し
た
と
き
。
但
し
、
台
帳
に
は
喪
失
の
原
因
を
冠
記
す
る
。
以
下
同
じ
。

収
用

収
用
補
償
追
払

収
用
補
償
過
払

不
服
申
立
て
、
訴
訟
の
結
果
収
用
補
償
の
追
払
又
は
過
払
を
戻
入
し
た
と
き
。
以
下
同
じ
。

埋
立

公
有
水
面
埋
立
法
に
よ
つ
て
所
有
権
を
取
得
し
た
と
き
。

地
均

盛
土
の
場
合
を
含
む
。

（
何
々
法
）
に
よ
る
換
地

（
何
々
法
）
に
よ
る
引
渡

法
律
の
規
定
に
よ
つ
て
財
産
を
換
地
取
得
し
、
又
は
引
き
渡
す
と
き
。
以
下
同
じ
。
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公
共
物
よ
り
編
入

公
共
物
へ
編
入

令
第
二
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
国
有
財
産
（
以
下
「
公
共
物
」
と
い
う
。
）
を
公
共
物
以
外
の
国
有
財
産
と
し
、
又
は
公
共
物
以
外
の
国
有
財
産
を
公
共
物
と
す
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
財
産
の
増
減
を
行
う
た
め
台
帳
に
登
載
す
る
と
き
。
以
下
同
じ
。

実
測

実
測

測
量
の
結
果
数
量
に
増
減
が
あ
つ
た
と
き
。
以
下
同
じ
。

（
何
々
法
）
に
よ
る
権
利
変
換
（
何
々
法
）
に
よ
る
権
利
変
換
都
市
再
開
発
法
等
の
規
定
に
よ
り
国
有
財
産
の
権
利
が
変
換
し
た
と
き
。

立木竹

（
何
々
）
よ
り
種
目
変
更

（
何
々
）
へ
種
目
変
更

交
換

交
換

信
託
取
消

信
託

信
託
終
了

喪
失

収
用

収
用
補
償
追
払

収
用
補
償
過
払

公
共
物
よ
り
編
入

公
共
物
へ
編
入

新
植

契
約
に
よ
つ
て
立
木
竹
を
新
た
に
植
え
た
と
き
。

伐
採

移
植

移
植

実
査

実
査

実
査
の
結
果
材
積
に
増
減
が
あ
つ
た
と
き
。

（
何
々
法
）
に
よ
る
引
渡

造
林
契
約
解
除
の
取
消

造
林
契
約
解
除

公
有
林
野
等
官
行
造
林
地
の
契
約
解
除
の
取
消
を
し
た
と
き
又
は
契
約
を
解
除
し
た
と
き
。

分
収
育
林
契
約
解
除

分
収
育
林
契
約
締
結

国
有
林
野
の
立
木
に
つ
き
契
約
さ
れ
た
分
収
育
林
契
約
を
解
除
し
た
と
き
又
は
分
収
育
林
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

補
植
手
入

補
植
手
入

国
有
林
野
に
お
い
て
、
立
木
を
補
植
手
入
し
た
と
き
。

建物

（
何
々
）
よ
り
種
目
変
更

（
何
々
）
へ
種
目
変
更

交
換

交
換

信
託
取
消

信
託

信
託
終
了

喪
失

新
築

増
築

改
築

改
築

建
物
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
こ
わ
し
し
て
、
主
と
し
て
そ
の
材
料
を
使
用
し
更
に
元
の
位
置
に
再
築
し
た
と
き
。

移
築

移
築

建
物
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
こ
わ
し
て
、
主
と
し
て
そ
の
材
料
を
使
用
し
異
な
る
位
置
に
建
築
し
た
と
き
。

取
こ
わ
し

建
物
等
を
取
り
こ
わ
し
、
そ
の
取
り
こ
わ
し
材
を
物
品
に
編
入
し
、
又
は
廃
棄
す
る
と
き
。
以
下
同
じ
。

修
繕

模
様
替

模
様
替

建
物
等
の
主
要
構
造
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
改
良
し
た
と
き
。
以
下
同
じ
。

復
旧

天
災
、
火
災
等
に
よ
り
使
用
に
堪
え
な
く
な
つ
た
の
で
台
帳
か
ら
削
除
し
た
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
等
の
建
物
そ
の
他
を
復
旧
し
た
と
き
。
以
下
同
じ
。

移
転

移
転

原
形
を
維
持
し
て
、
そ
の
位
置
を
変
更
し
た
と
き
。
以
下
同
じ
。

従
物
新
設

従
物
増
設

従
物
移
設

従
物
移
設

従
物
改
設

従
物
改
設

従
物
取
こ
わ
し

土
地
区
画
整
理
に
よ
る
換
地

土
地
区
画
整
理
法
に
規
定
す
る
換
地
処
分
に
よ
つ
て
取
得
し
た
と
き
。
以
下
同
じ
。
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公
共
物
よ
り
編
入

公
共
物
へ
編
入

現
物
賠
償

債
務
不
履
行
等
に
基
づ
く
相
手
方
の
原
状
回
復
義
務
等
の
履
行
に
よ
つ
て
取
得
し
た
と
き
。
以
下
同
じ
。

実
測

実
測

（
何
々
法
）
に
よ
る
引
渡

工作物

（
何
々
）
よ
り
種
目
変
更

（
何
々
）
へ
種
目
変
更

交
換

交
換

信
託
取
消

信
託

信
託
終
了

喪
失

取
こ
わ
し

修
繕

模
様
替

模
様
替

復
旧

移
転

移
転

新
設

増
設

移
設

移
設

改
設

改
設

土
地
区
画
整
理
に
よ
る
換
地

公
共
物
よ
り
編
入

公
共
物
へ
編
入

現
物
賠
償

実
測

実
測

（
何
々
法
）
に
よ
る
引
渡

林
道
改
良

林
道
改
良

林
道
の
財
産
価
値
、
能
率
又
は
耐
用
年
数
に
著
し
い
異
動
が
あ
つ
た
と
き
。

機械器具

（
何
々
）
よ
り
種
目
変
更

（
何
々
）
へ
種
目
変
更

喪
失

取
こ
わ
し

修
繕

模
様
替

模
様
替

復
旧

移
転

移
転

新
設

増
設

移
設

移
設

改
設

改
設

（
何
法
）
に
よ
り
交
換

根
拠
と
な
る
法
律
の
題
名
を
冠
記
す
る
。

物
品
へ
編
入
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船舶

（
何
々
）
よ
り
種
目
変
更

（
何
々
）
へ
種
目
変
更

喪
失

取
こ
わ
し

修
繕

模
様
替

模
様
替

復
旧

新
造

改
造

改
造

船
舶
の
全
面
的
改
装
又
は
一
部
を
取
り
こ
わ
し
て
、
改
造
し
た
と
き
。

属
具
取
付

属
具
移
設

属
具
移
設

属
具
改
設

属
具
改
設

属
具
取
こ
わ
し

公
共
物
よ
り
編
入

公
共
物
へ
編
入

改
測

改
測

航空機

（
何
々
）
よ
り
種
目
変
更

（
何
々
）
へ
種
目
変
更

喪
失

取
こ
わ
し

修
繕

新
造

改
造

改
造

航
空
機
の
全
面
的
改
装
又
は
一
部
を
取
り
こ
わ
し
て
、
改
造
し
た
と
き
。

属
具
取
付

属
具
移
設

属
具
移
設

属
具
改
設

属
具
改
設

属
具
取
こ
わ
し

地上権等

喪
失

設
定

都
市
再
開
発
法
等
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。

特許権等

登
録

特
許
権
、
商
標
権
、
実
用
新
案
権
、
意
匠
権
、
育
成
者
権
の
設
定
の
登
録
が
あ
つ
た
と
き
。

創
作

著
作
物
の
創
作
を
し
た
と
き
。

政府出
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資等

（
何
々
）
よ
り
種
目
変
更

（
何
々
）
へ
種
目
変
更

喪
失

出
資

出
資
金
回
収

出
資
金
回
収

出
資
金
回
収
不
能

資
本
金
減
少

株
式
分
割

株
式
無
償
割
当
て

再
交
付

株
式
併
合

通
貨
調
整

通
貨
調
整

基
準
外
国
為
替
相
場
の
変
更
、
平
価
の
変
更
等
通
貨
調
整
に
伴
い
価
格
を
修
正
す
る
と
き
。

不動産の信託の受益権

信
託

信
託
取
消

信
託
終
了
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別
表
第
三

別
表
第
三

身
分
証
明
書
の
様
式

用
紙
は
厚
質
白
紙
と
し
、
寸
法
は
日
本
産
業
規
格
Ｂ
８
と
す
る
。

表 面

第 号

国有財産法第10条第4項の規定による身分証明書

所属部局

官職

氏名

生年月日

交付年月日

有効期間

財務大臣 印

又は財務（支）局長

写 真

印

又は

刻 印
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裏 面

国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
抄

（
管
理
及
び
処
分
の
総
括
）

第
十
条

（
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
略
）

４

財
務
大
臣
は
、
一
定
の
用
途
に
供
す
る
目
的
で
国
有
財
産
の
譲
渡
又
は
貸

付
け
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
か

め
る
た
め
、
自
ら
、
又
は
各
省
各
庁
の
長
に
委
任
し
て
、
当
該
財
産
に
つ
い

て
、
そ
の
状
況
に
関
す
る
資
料
若
し
く
は
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に

実
地
監
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
有
財
産
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
抄

（
国
有
財
産
の
実
地
監
査
）

第
六
条
の
十
一

法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
実
地
監
査
を

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の

請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
財
務
大
臣
が
定
め
る
。
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別
表
第
四

別
表
第
四

身
分
証
明
書
の
様
式

用
紙
は
厚
質
白
紙
と
し
、
寸
法
は
日
本
産
業
規
格
Ｂ
８
と
す
る
。

表 面

第 号

国有財産法第28条の5の規定による身分証明書

所属部局

官職

氏名

生年月日

交付年月日

有効期間

各省各庁の長 印

又は部局等の長

写 真

印

又は

刻 印

47



裏 面

国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
抄

（
信
託
に
係
る
実
地
監
査
等
）

第
二
十
八
条
の
五

各
省
各
庁
の
長
は
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
土
地
を
信
託
し
た
場
合
に
は
、
当
該
土
地
に
係
る
信
託
事
務
の
処
理
を

適
正
に
行
う
た
め
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
信
託
の
受
託
者

に
対
し
、
信
託
事
務
の
処
理
状
況
に
関
す
る
資
料
若
し
く
は
報
告
を
求
め
、

又
は
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
に
実
地
監
査
を
さ
せ
、
信

託
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
有
財
産
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
抄

（
信
託
に
係
る
実
地
監
査
等
）

第
十
六
条
の
六

略

２

法
第
二
十
八
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
が
実
地
監
査
を
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ

つ
た
と
き
は
、
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
財
務
大
臣
が
定
め
る
。

４

略
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別
表
第
五

別
表
第
五

身
分
証
明
書
の
様
式

用
紙
は
厚
質
白
紙
と
し
、
寸
法
は
日
本
産
業
規
格
Ｂ
８
と
す
る
。

表 面

第 号

身 分 証 明 書

所属部局

官職

氏名

生年月日

上記の者は、国有財産法第31条の2第1項の規定により国

有財産の調査又は測量を行うため他人の土地に立ち入るこ

とができる者であることを証する。

交付年月日

有効期間

各省各庁の長 印

又は部局等の長

写 真

印

又は

刻 印
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裏 面

国
有
財
産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
抄

（
他
人
の
土
地
へ
の
立
入
り
）

第
三
十
一
条
の
二

各
省
各
庁
の
長
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
国
有
財
産
の
調

査
又
は
測
量
を
行
う
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
所
属

の
職
員
を
他
人
の
占
有
す
る
土
地
に
立
ち
入
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
職
員
を
他
人
の
占
有
す
る

土
地
に
立
ち
入
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
占
有
者
に
そ

の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
知
を
受
け

る
べ
き
者
の
所
在
が
知
れ
な
い
と
き
は
、
当
該
通
知
は
、
公
告
を
も
つ
て
こ

れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
宅
地
又
は
垣
、
さ
く
等
で
囲
ま
れ
た
土
地
に
立
ち

入
ろ
う
と
す
る
者
は
、
立
入
り
の
際
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
当
該
土
地
の
占

有
者
に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
他
人
の
占
有
す
る
土
地
に
立
ち
入
ろ
う
と
す
る
者

は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き

は
、
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

略
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別
表
第
六

別表第六 

（第１面） 

（第２面） 

 

（備考）１ この証明書は、用紙１枚で作成することとする。 
２ 法令の条項の欄に、この証明書を使用して行う立入検査等に係る法令の条項を記載

すること。 

３ 該当の有無の欄に、立入検査等をする職権を有する場合は「○」を、有しない場合

は「－」を記載すること。 

４ 記載する法令の条項の数に応じて、行を適宜追加すること。第２面については、そ

の全部又は一部を裏面に記載することができる。 

５ 裏面には、参照条文を記載することができる。 

 

第   号 

立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書 

 

職  名 

       

氏  名 

 

生年月日   年  月  日生 

  

 

年  月  日交付 

   年  月  日限り有効 

        

都道府県知事（市町村長・区長）   印 

 

 この証明書を携帯する者は、下表に掲げる法令の条項のうち、該当の有無の欄に丸印のあ

る法令の条項により立入検査等をする職権を有するものです。 

法 令 の 条 項 該当の有無 

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 

写 

真 
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